
「介護情報サービス」の公表制度について 

鹿児島県介護保険室 
１ 制度概要 

○ 介護サービス情報の公開制度は，利用者の権利擁護，サービスの質の向上等に資する情報提

供の環境整備を図るため，介護保険法第 115 条の 35 第 1 項の規定に基づき，介護サービス事業

者に対し，その提供する介護サービスに係る介護サービス情報の公表を義務づけたもの。 
○ 介護保険サービス事業者は，当該サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都

道府県に報告し，報告を受けた都道府県知事は厚生労働省令で定めるところにより，当該報告

の内容を公表する仕組み。 
○ 都道府県知事は，報告に関して必要があると認めるときは，当該報告をした介護サービス事

業者に対し調査を行うことができる。（法第 115 条の 35 第 3項） 
■調査の対象となる事業者 

＜鹿児島県介護サービス情報公表制度調査指針＞ 
①報告内容に虚偽が疑われる場合 
②公表内容について，利用者等から通報があった場合 

・ 事業者が当該報告をせず，若しくは虚偽の報告を行った場合，県は当該事業者に対し，報

告，是正，調査を受けることを命令することができます。（法第 115 条の 35 第 4項） 

・ また，これらの命令に従わないときは，指定（許可）取消，指定（許可）の効力の全部若し

くは一部を停止することができます。（法第 115 条の 35 第 6項，第 7項） 

２ 介護サービス情報の公表方法 

インターネットを活用した「介護サービス情報公表システム」を利用し，事業者において必

要な情報を入力し，知事が審査・受理して公表となる。（全国統一システム） 
３ 対象となる事業者 

・ 公表の基準日（公表年度の 4月 1 日）前の１年間において，利用者負担金を含む介護報酬の金

額が１００万円を超える事業者･･･（既存事業者） 
・ 基準日以降，新たに指定・許可を受けて介護サービスの提供を開始しようとする事業者･･･（新

規事業者） 
４ 対象となる介護保険サービス････別紙のとおり 

 出典：厚生労働省 HP 
共通資料10-1

共通資料10
令和２年度介護保険施設等集団指導



〔別紙〕

*予防を含む

1 訪問介護

2 訪問入浴介護 *

3 訪問看護 *

4 訪問リハビリテーション *

5 通所介護

6 療養通所介護

7 通所リハビリテーション *

8 福祉用具貸与 *

9 短期入所生活介護 *

10 短期入所療養介護（老健併設） *

11 短期入所療養介護（医療併設） *

12 認知症対応型共同生活介護

13 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） *

14 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） *

15 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅） *

16 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型） *

17 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型） *

18 特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅・外部サービス利用型） *

19 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

20 地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）

21 地域密着型特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）

22 特定福祉用具販売 *

23 居宅介護支援

24 介護老人福祉施設

25 介護老人保健施設

26 介護療養型医療施設

27 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

28 夜間対応型訪問介護

29 認知症対応型通所介護 *

30 小規模多機能型居宅介護 *

31 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

32 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

33 地域密着型通所介護

34 介護医療院

35 短期入所療養介護（介護医療院） *

介護サービス情報公表制度（公表対象サービス）

サービス種類
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